様式第４号　　　　　　　　　　　　　建設リサイクル法該当工事契約書添付書類

１　分別解体等の方法　
□建築物に係る解体工事
	工程ごとの作業内容及び解体方　法
	工　　　程
	作業内容
	分別解体等の方法

	
	建設設備，内装材等
	建設設備，内装材等の取り外し
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用
併用の場合の理由（　　　　　　　）

	
	屋根ふき材
	屋根ふき材の取り外し
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用
併用の場合の理由（　　　　　　　）

	
	外装材及び上部構造部分
	外装材及び上部構造部分の取り壊し
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	基礎・基礎ぐい
	基礎又は基礎ぐいの取り壊し
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	その他
（　　　　　　　　　）
	その他の取り壊し
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用



□建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
	工程ごとの作業内容及び解体方　法
	工　　程
	作業内容
	分別解体等の方法

	
	造成等
	造成等の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	基礎又は基礎ぐい
	基礎・基礎ぐいの工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	上部構造部分及び外装
	上部構造部分・外装の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	屋根
	屋根の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	建築設備，内装等
	建築設備・内装等の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	その他
（　　　　　　　　　　）
	その他の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用



□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
	工程ごとの作業内容及び解体方法
	工　　程
	作業内容
	分別解体等の方法

	
	仮設
	仮設工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	土工
	土工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	基礎
	基礎工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	本体構造
	本体構造の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	本体付属品
	本体付属品の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用

	
	その他
（　　　　　　　　　　）
	その他の工事
□有　　□無
	□手作業
□手作業及び機械作業の併用



２　解体工事に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税抜き）　

３　再資源化等をするための施設の名称及び所在地
	特定建設資材廃棄物の種類
	施設の名称
	所　在　地

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



４　再資源化等に要する費用（直接工事費）　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税抜き）

（注）①　２は，解体工事の場合に記入すること。また，仮設費及び運搬費は含まないこと。
　　　②　４の再資源化等に要する費用には，運搬費を含むこと。
　　　③　２及び４の金額は受注者の見積金額
様式第５号
建設リサイクル法に基づく説明書

    年    月    日

大崎地域広域行政事務組合
管理者                     様


住所                                                              

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）                          
（郵便番号       －        ） 電話番号        －        －        



  　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により，対象建設工事に関し，同法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について，下記のとおり説明します。
記

1． 工事の名称                                                                                     

2． 工事の場所                                                                                     


3． 説明内容  添付資料のとおり

4． 添付資料

①別表 （別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
· 別表１ （建築物に係る解体工事）
· 別表２ （建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替） ）
· 別表３ （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等） ）
    ②□案内図（現場位置図）
    ③□工程表



（工事担当者確認欄）
上記説明内容について，　　    年    月    日確認をしました。

	工事執行者
	工事担当係長
	設計積算者
	

	
	
	
	


  

様式第５号添付資料
                    工    程    表  （ 任意様式：下表は参考例 ）

工事着手予定日 ： 　　　    年    月    日

（建築物に係る解体工事の場合）
	作業内容
	１日目
（  ）
	２日目
（  ）
	３日目
（  ）
	４日目
（  ）
	５日目
（  ）
	６日目
（  ）
	７日目
（  ）
	
	
	
	○日目
（  ）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




工事着手予定日 ： 　　　    年    月    日

（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）
	作業内容
	１日目
（  ）
	２日目
（  ）
	３日目
（  ）
	４日目
（  ）
	５日目
（  ）
	６日目
（  ）
	７日目
（  ）
	
	
	
	○日目
（  ）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




様式第５号添付資料
別表１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     (A4)建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
	建築物の構造
	□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　□鉄筋コンクリート造
□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　）

	建築物に関する
調査の結果
	建築物の状況
	築年数　　　　年、棟数　　　　棟
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	周辺状況
	周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校
□病院　□その他（　　　　　　　　　）
敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容
	
	建築物に関する調査の結果
	工事着手前に実施する措置の内容

	
	作業場所
	作業場所　□十分　□不十分
その他（　　　　　　　　　）
	

	
	搬出経路
	障害物　□有（　　　）　□無
前面道路の幅員　約　　　　ｍ
通学路　□有　□無
その他（　　　　　　　　　）
	


	
	残存物品
	□有
（　　　　　　　　　　　　）
□無
	


	
	特定建設資材への
付着物
	□有
（　　　　　　　　　　　　）
□無
	


	
	その他
	
	

	工程ごとの作業内容及び解体方法
	工　　程
	作　業　内　容
	分別解体等の方法

	
	①建築設備・内装材等

	建築設備・内装材等の取り外し
□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（　　　）

	
	②屋根ふき材

	屋根ふき材の取り外し
□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（　　　）

	
	③外装材・上部構造部分
	外装材・上部構造部分の取り壊し
□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	④基礎・基礎ぐい
	基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	⑤その他
（　　　　　）
	その他の取り壊し
□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	工事の工程の順序
	□上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	□内装材に木材が
含まれる場合
	①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
□可　□不可
不可の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	建築物に用いられた
建設資材の量の見込み
	
　　　　　　　　　　　　　　　トン

	廃棄物発生見込量
	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分
	種　　類
	量の見込み
	発生が見込まれる部分 (注)　　　　　　　　

	
	
	□コンクリート塊
	
 　　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤

	
	
	□アスファルト・コンクリート塊
	
　 　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤

	
	
	□建設発生木材
	
　 　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤

	
	（注）①建築設備・内装材等②屋根ふき材③外装材・上部構造部分④基礎・基礎ぐい⑤その他

	備考


□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。

様式第５号添付資料
別表２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　    (A4)建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）

分別解体等の計画等
	使用する特定建設資材の種類
	□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　□木材

	建築物に関する
調査の結果
	建築物の状況
	築年数　　　　年、棟数　　　　棟
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	周辺状況
	周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校
□病院　□その他（　　　　　　　　　）
敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容
	
	建築物に関する調査の結果
	工事着手前に実施する措置の内容

	
	作業場所
	作業場所　□十分　□不十分
その他（　　　　　　　　　）
	

	
	搬出経路
	障害物　□有（　　　）　□無
前面道路の幅員　約　　　　ｍ
通学路　□有　□無
その他（　　　　　　　　　）
	


	
	特定建設資材への
付着物（修繕・模様替工事のみ）
	□有
（　　　　　　　　　　　　）
□無
	


	
	その他
	
	

	工程ごとの作業内容
	工　　程
	作　業　内　容

	
	①造成等
	造成等の工事　□有　□無

	
	②基礎・基礎ぐい
	基礎・基礎ぐいの工事　□有　□無

	
	③上部構造部分・外装
	上部構造部分・外装の工事　□有　□無

	
	④屋根
	屋根の工事　□有　□無

	
	⑤建築設備・内装等
	建築設備・内装等の工事　□有　□無

	
	⑥その他
（　　　　　　　）
	その他の工事　□有　□無

	廃棄物発生見込量
	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分
	種　　類
	量の見込み
	使用する部分又は発生が
見込まれる部分（注）

	
	
	□コンクリート塊
	
 　　　　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	
	□アスファルト・コンクリート塊
	
　　 　　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	
	□建設発生木材
	
　　 　　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	（注）　①造成等　②基礎　③上部構造部分・外装　④屋根　⑤建築設備・内装等　⑥その他

	備考


□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。

様式第５号添付資料
別表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　     　　　　(A4)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

分別解体等の計画等
	工作物の構造
（解体工事のみ）
	□鉄筋コンクリート造　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	工事の種類
	□新築工事　□維持・修繕工事　□解体工事

	
	□電気　□水道　□ガス　□下水道　□鉄道　□電話
□その他（                                                          ）

	使用する特定建設資材の種類
（新築・維持・修繕工事のみ）
	□コンクリート　□コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート　□木材

	工作物に関する
調査の結果
	工作物の状況
	築年数　　　　年
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	周辺状況
	周辺にある施設　□住宅　□商業施設　□学校
□病院　□その他（　　　　　　　　　）
敷地境界との最短距離　約　　　　　ｍ
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容
	
	工作物に関する調査の結果
	工事着手前に実施する措置の内容

	
	作業場所
	作業場所　□十分　□不十分
その他（　　　　　　　　　）
	

	
	搬出経路
	障害物　□有（　　　）　□無
前面道路の幅員　約　　　　ｍ
通学路　□有　□無
その他（　　　　　　　　　）
	

	
	特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ）
	□有
（　　　　　　　　　　　　）
□無
	

	
	その他
	
	

	工程ごとの作業内容及び解体方法
	工　　程
	作　業　内　容
	分別解体等の方法
（解体工事のみ）

	
	①仮設
	仮設工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	②土工
	土工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	③基礎
	基礎工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	④本体構造
	本体構造の工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	⑤本体付属品
	本体付属品の工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	
	⑥その他
（　　　　　）
	その他の工事　□有　□無
	□　手作業
□　手作業・機械作業の併用

	工事の工程の順序
（解体工事のみ）
	□上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
その他の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	工作物に用いられた建設資材の量
の見込み（解体工事のみ）
	
　　　　　　　　　　　　　　　トン

	廃棄物発生見込量
	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ）
	種　　類
	量の見込み
	使用する部分又は発生が
見込まれる部分（注）

	
	
	□コンクリート塊
	
 　　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	
	□アスファルト・コンクリート塊
	
　 　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	
	□建設発生木材
	
　 　　　　トン
	□①□②□③□④
□⑤□⑥

	
	（注）　①仮設　②土工　③基礎　④本体構造　⑤本体付属品　⑥その他

	備考


□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。

様式第１０号
工事請負費前払金請求書添付用

工事着手状況確認書

監督職員  様

受注者    住        所
                                                   氏名又は名称                   　　   　　       印

  前払金の支払いを請求したいので，次の工事の着手状況について，確認願います。
	
	
	

	
	書類の添付箇所
	
● 工事着手を確認できる次に示す書類の写し又は現場写真など，
いずれか一つを貼付してください。

    工事着手と認められる書類等の例示
・工事に使用する主要な機材又は資材等（仮設材料を含む。）の購入又は発注が証明できる書類
（契約書や注文書）
・工事に使用する主要な機材又は資材等が現地に到着した時点，または確実に当該工事現場に向かったことを証明する書類
    ・工事施工に係る官公庁等の各種許認可証（道路使用許可など）

※ 書類の写しを貼付する場合は，その原本を持参し，監督職員の確認を受けてください。

● この確認書は，前払金請求前に監督職員へ提出してください。

● 工事現場等で状況確認が必要な場合は，監督職員へ申し出てください。














	
	
	

	

	  前金払の支払請求に当たり，本様式に貼付された書類等において，工事着手等の状況にあると，
確認しました。  確認できませんでした。
 （※不要な方を実線で消すこと。）

    年    月    日
監督員　　　　    職  名

氏  名                            ㊞





様式第２号(第７条関係)
	一部下請負承認願

年　　月　　日　　

　大崎地域広域行政事務組合
　管理者　　　　　　　　　様

直接元請負人　住所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
代表(受注)者名　　　　　　　　　　㊞　　

　下記のとおり工事の一部を第三者に請け負わせたいので，承認願います。

記

	１　工事番号
	　

	２　工事名
	　

	３　工事場所
	　

	４　契約年月日
	　　　　　年　　月　　日

	５　工期
	　　　　　年　　月　　日から　　　　　年　　月　　日まで

	６　請負代金額
	　金　　　　　　　　　円

	下請負の内訳

	許可番号
	商号又は名称
	代表(受注)者氏名
	住所
	当該工事の入札者
	施工等級
	施工部分の内容
	工事現場の担当責任者名
	工期
	下請負代金額
	承認
不承認

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一部下請負承認・一部承認・不承認書

年　　月　　日　　
　直接元請負人
　　　　　　　　　　様
大崎地域広域行政事務組合　　　　
管理者　　　　　　　　　　㊞　　

　一部下請負については，上記のとおり　承認・一部承認・不承認　とします。
　★なお，不承認とした理由は，別添のとおりです。


　※　承認制は一次下請のみであり，一部下請負承認願を2部提出する。
　※　承認・一部承認・不承認については，不要な事項を実線で消し，★印については承認の場合は実線で消す。







様式第３号(第７条関係)
	一部下請負確認書

年　　月　　日　　
　大崎地域広域行政事務組合
　管理者　　　　　　　　　様
直接元請負人　　　　　　　　　　　　　　
住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　
下請負人指導責任者　　　　　　　　　　㊞

　工事の内容の一部を下請負人によって施工したいので，大崎地域広域行政事務組合建設工事元請・下請適正化要綱第７条第２項の規定に基づき確認書を提出します。

	工事番号，工事名：　　　　　　　　　　　工事
一次下請業者名：　　　　　　　　　　　左の業者の下請金額：　　　　　円　下請割合：　　％

	１　直接元請負人は特定建設業の許可を有している。
　(一次下請金額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては，8,000万円を超える場合))
　　一次下請金額の合計額：　　　　　　　　　　円　下請割合：　　　％
	□Yes　□No
□該当なし

	２　工事執行者があらかじめ下請制限を指定した部分の下請ではない。
	□Yes　□No

	３　下請代金額が，請負代金額のおおむね３割未満又は直接元請負人が直接施工できない相応の理由がある(当該工事の入札に参加した他の者の場合)。
	□Yes　□No
□該当なし

	４　下請代金額が，請負代金額のおおむね５割未満又は直接元請負人が直接施工できない相応の理由がある(一次下請業者が格付けが同一又は上位の者の場合)。
	□Yes　□No
□該当なし

	５　建設業の許可を受けていない者との下請契約ではない。
　(下請負金額が500万円(建築一式工事にあっては下請負金額が1,500万円又は木造住宅で延べ面積が150m2)を超える場合。
　　建設業許可番号：　　　―　　　　　　　　　(例：04―28776)
	□Yes　□No
□該当なし

	６　宮城県知事又は他の許可権者から営業停止処分を受け，その期間が満了していない者との下請契約ではない。
	□Yes　□No

	７　大崎地域広域行政事務組合から指名停止処分を受けている者との下請契約ではない。
	□Yes　□No

	８　下請負人の主任技術者は建設業法に規定する営業所技術者等ではない。
（監理技術者制度運用マニュアル二－二（５）における特例の場合を除く。下請負人の建設業許可申請における営業所技術者等証明書（新規・変更）又は営業所技術者等一覧表で確認，職務を兼ねる場合は「人員の配置を示す計画書」で確認）
	□Yes　□No
□特例の場合

	９　雇用保険，健康保険及び厚生年金保険の保険料を適正に納付している。
（様式第５号で確認）

	□Yes　□No
□特例の場合
□適用除外
□該当なし

	１０　下請負人の見積書に法定福利費相当額が内訳明示されている。
	□Yes　□No
□該当なし










様式第４号(第７条関係)
	社会保険等加入確認書
　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接元請負人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下請負人指導責任者　　　　　　　　　㊞

	工事番号，工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工事
＿＿次下請負人，下請業者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

	健康保険の加入確認資料
（右のいずれか）
	· 被保険者標準報酬決定通知書（直近年度のもの）
· 被保険者資格取得・資格喪失確認通知書（監理（主任）技術者のもの）
· その他加入が確認できる書類
· 適用除外
· 該当なし（無許可業者）

	厚生年金保険の加入確認資料（右のいずれか）
	· 被保険者標準報酬決定通知書（直近年度のもの）
· 被保険者資格取得・資格喪失確認通知書（監理（主任）技術者のもの）
· その他加入が確認できる書類
· 適用除外
· 該当なし（無許可業者）

	雇用保険の加入確認資料（右のいずれか）
	· 労働保険概算・確定保険料申告書（労働局の受付印のあるもの）
· 労働保険料等納入通知書（直近のもの）
· 労働保険被保険者資格取得確認通知書（監理（主任）技術者のもの）
· 労働保険被保険者台帳
· 雇用保険被保険者証（監理（主任）技術者のもの）
· その他加入が確認できる書類
· 適用除外
· 該当なし（無許可業者）







